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１． 1 回限りとはいえ純粋なベーシックインカム（BI）に最も近い特別定額給付金 

 新型コロナウイルスによって経済活動が著しく停滞し、失業率の上昇や所得の減少といった状況が世界中

で現出するなか、ベーシックインカム（BI）への関心が高まっている。BI とは、使い道に条件を付けない  

形で現金を定期的に給付する仕組みをいう。理念的には、所得水準や就労状況、年齢、家族形態などに関係

なく全ての個人に給付することが想定されており、こうした普遍性を強調する場合には「ユニバーサル・  

ベーシックインカム（UBI）」という呼称もよく用いられる。 

BI は、生活保護などで行われる資力調査が不要なので、救済すべき人の取りこぼしがなく、貧困解消の 

有効な手立てとして提唱されている。また、より自由な生き方や高い幸福感（well-being）を目指すといった

社会思想的な観点からも BI は主張される。一方で、全ての国民に支給しようとすると財源がかさむ点や、

BIの支給額が大きすぎると就労意欲を損なうおそれもある点が課題として指摘される。 

本格的な BI が大規模に実施された例は世界を見渡しても極めて少ない。しかし、今回のコロナ危機に  

際して、いくつかの国が 1 回限りの一律的な現金給付に踏み込んだほか、世界的に BI の必要性をめぐる  

議論も盛り上がりを見せている。 

純粋な BI に最も近い仕組みを取り入れたのが、実は日本である。4 月 20 日に安倍政権が導入を決めた 

「特別定額給付金」は、全ての国民に一律 10万円を支給するもので、必要な予算規模は 13兆円近くに上る。

日本以外にも、米国では年収 9万 9,000ドル以下の大人 1人当り最大 1,200ドルの現金が支給された（17歳

未満の子どもがいれば 1 人当り 500 ドルを追加）。この給付を受けるのは約 9 割の世帯に上ると推計されて

いる1。また、シンガポールや香港でも成人を対象とした現金給付が行われている2,3。 

これらの措置はいずれも、コロナ危機への対応として 1 回限り実施されたもので、恒久的な制度として  

想定されている BIとは区別すべきであろう。ただ、新型コロナの影響の長期化や、将来的な別の感染症流行

も懸念されるなか、所得のセーフティネットを強化すべきという論調が世界的に強まっており、その形が 

BIなのか、それとも別の所得支援策によるのかで議論が分かれているのが現状である。 

２． 多様な立場から支持されてきた BI 

ここで BI をめぐる議論の系譜について簡単に触れておこう。BI は新しい概念ではなく、その起源は   

18世紀の英国の哲学者トマス・スペンス（1750～1814年）にさかのぼる。1797年の著書『幼児の権利』に

おいてスペンスは、地域ごとに地代（税金）を集め、公務員給料などの必要経費を差し引いた剰余金を    

年 4回ほど地域住民全員に平等に分配する制度を提唱した。これが最も古い BIの提案と言える。 

そこから時代が下って 20 世紀後半になると、経済的な平等を重視するリベラル派のみならず、社会保障 

コロナ禍で注目浴びるベーシックインカム 

～本格導入の是非をめぐる議論は百家争鳴の様相～ 

世界がコロナ禍に見舞われるなか、各国は対策の一環として、失業給付や雇用維持支援の大幅拡充など大胆

な雇用・所得政策を打ち出している。一部には、全国民に一律 10万円を支給する日本の「特別定額給付金」

のようにベーシックインカム的な政策に踏み込む国もみられる。新型コロナによる影響の長期化や、将来の

別の感染症流行が懸念されるなか、所得のセーフティネット強化の具体策として、ベーシックインカムを    

恒久的な制度として検討すべきといった意見もみられ、今後の国内外における議論の成り行きが注目される。 
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制度のスリム化など「小さい政府」を志向する新自由主義者からも BI が主張されてきた。後者の代表格が 

ノーベル経済学者のミルトン・フリードマン（1912～2006 年）だ。彼が提唱した「負の所得税」は、所得 

課税と現金給付を組み合わせた概念で、中高所得者の場合は所得税から現金給付分を差し引いた額を徴収し、

低所得者の場合は現金給付から所得税を差し引いた額を給付するものである。 

近年では、経済的自由を重視する立場からは、生活保護や失業保険といった既存の所得保障制度を廃止  

して財源を調達する財政中立的な BI が唱えられる傾向がある。生活保護等の資力調査にかかる多額の行政

コストが BIの導入で削減されるメリットも強調される。 

一方、リベラル的な論者からは BI について様々な提案が示されている。例えば、必ずしも財政中立には 

こだわらず、既存の制度を存続させつつ様々な増税（資産税、相続税、高所得者の所得税率引き上げ、法人

課税逃れへの対応強化等）で BI の財源をまかなう見解や、少額の BI をまず導入し、その後段階的に既存 

制度の見直し等を通じた拡充を図る案などが見られる。 

さらに、2010 年代半ば頃から目立つのは、発達した人工知能（AI）によって人の労働が奪われる将来を 

見据えて生活保障的な BIを検討すべきとの論調である。フェイスブック社のマーク・ザッカーバーグ CEO

やテスラ社のイーロン・マスク CEO など、シリコンバレーの経営者が BI に賛同しているほか、今年 2 月 

まで米大統領選の民主党候補であった元ハイテク企業幹部のアンドリュー・ヤン氏も公約の柱に BI を掲げ

ていた。ただ、その財源として、AI が生み出す付加価値に対する AI課税・ロボット課税というアイデアは

出されているものの、具体的な方法にまで踏み込んだ議論は進んでいない。 

３． 過去の導入例では BI による労働阻害的な影響は確認されず 

本格的な BI の導入例は少ないと前述したが、世界銀行が昨年公表した報告書4によると、これまでに   

モンゴルとイランで全国規模の BI が一時実施されたほか、米アラスカ州では石油収入を財源とした BI が

1982年に導入されて現在も継続している《図表 1》。 

また、BI が貧困緩和や 

格差是正、あるいは受給者の

就業意欲や精神状態などに

どのような影響をもたらす

のかは極めて実証的な論点

であるため、世界中で地域や 

対象者を限定したパイロッ

ト・プログラム（実証実験）

も行われている。世銀による

と、過去と現在を含め 22 の

実証実験が確認されている。 

BI の影響・効果について 

確固たる結論は得られて 

いないものの、支給額が十分 

大きくなかったケースが 

多いため、労働供給にマイナ

スの影響はなかったとする

評価が目立つ（イラン、アラ

≪図表１≫BI の導入例および主な実証実験 

国・地域 内容 

 

モンゴル 

2010年から全国民を対象に月 2,000円程度の BI支給を実施。 

貧困緩和や格差是正に一定の効果あるも、鉱物資源収入の減少 

により 2012年に廃止。 

 

イラン 

2011年に食料・燃料補助金（価格高騰時に企業へ支給）を廃止

し、富裕層を除く国民を対象に月 5千円程度の BI支給を実施 

（全国民の 96％が受給）。総じて労働阻害的影響はなかった。 

その後、対象者の縮小や補助金の復活により BIの性格を喪失。 

 

米アラスカ州 

1982年に全州民を対象に石油関連収益の一部を支給する BIを 

導入。支給額は変動するが、年 1,000～2,000ドル程度（多い年 

で平均年収の約 6％に相当）。就労への悪影響は確認されなかった 

一方、貧困解消や格差是正には一定の効果があったとされる。 

 

フィンランド 

全国の失業者から無作為に 2,000人を抽出し、2017年から 2年間

にわたり月 560ユーロ（約 66,000円）を支給。この間は既存の

社会保障制度の支援対象から外れる。 

バルセロナ 

（スペイン） 

市内の貧困地区で 1,000世帯を抽出し、2017年 10月から 2019

年末にかけて、家族構成に応じて異なる金額を給付。 

ストックトン 

(米ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州) 

平均的所得以下の成人住民 100人を対象に、2019年 2月から 

18カ月間、毎月 500ドルを既存の社会福祉制度に上乗せ支給。 

 

 

ケニア 

2017年 11月に米 NPO団体GiveDirectlyが 195村を対象に実験

開始。平均的所得の約半分に当る毎月 22.5ドルを、①44村（約

5,000人）に 12年間支給､②80村（約 7,300人）に 2年間支給､

③71村（約 8,500人）に 2年分を一括支給。入金はﾓﾊﾞｲﾙｻｰﾋﾞｽ

M-PESAを利用。現金給付しない比較対照群(100村)も設ける。 

（出典）World Bank, “Exploring Universal Basic Income”, Dec 2019. 等より 

SOMPO未来研究所作成 
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スカ州等）。一方、貧困緩和や格差是正については、モンゴルやアラスカ州では一定の効果があったとされる。

また、今年 5月には、フィンランドで 2017年から 18年にかけて行われた実証実験の結果が公表され、受給

者の幸福感（well-being）が高まるなど精神面でのプラス効果があったと報告されている【BOX】。 

【BOX】フィンランドの BI 実証実験の結果 

2017年から 18年にかけてフィンランドで行われた BIの実証実験は、全国規模で実施された先進国初の取り組みとして、

また統計学的な厳密性を確保できるランダム化比較試験という手法を用いた実験として注目された。今年 5月には検証結果

が公表され、狙いの一つだった就労を促す効果は限定的であったものの、経済的な満足度や精神面での幸福感（well-being）

は高まったと報告された。 

具体的にみると、まず 1年間で仕事をした日数は、BI受給者の平均が 78日で、BIを受給していない対照群と比べてわず

か 6日増えただけであった。ただ、受給者との面談によると、フリーランスやアーティスト、起業家からは、BIは新しい      

ビジネスを始めるきっかけになり得るとの評価もあった。ボランティア活動や近隣住民の介護を始めた受給者も複数いた。 

つぎに、経済的な満足度については、受給者が不受給者に比べて高かった（下左図）。受給者との面談でも、家計のやり     

くりや将来の生活への自信が深まる傾向がみられたという。また、精神的な落ち込みや孤独感に苦しむ人の割合も受給者が

低かった（下右図）ほか、受給者の記憶力や集中力などは相対的に良好な状態にあったと評価されている。 

以上が実証実験の結果であるが、フィンランドでは 2017年から失業給付の受給に際して職業訓練への参加が義務付けられ

るなど、政治的には BIと逆方向に動いている。米ブルッキングス研究所のジミー・オドネル氏は、財源不足に加え、就労     

義務が伴わない BIに否定的な価値観が根強いことや、2019年の総選挙で BIに前向きな中道右派の中央党が議席を大きく  

減らしたことなどを理由に、フィンランドで BIの導入に向けた気運はしばらく高まらないだろうと分析している5。 

 

（出典）Kela, “Results of Finland’s basic income experiment”, May 2020. より SOMPO未来研究所作成 

４． 求められる BI の是非をめぐる議論の成熟化 

以上のような経緯をたどってきた BI だが、足元のコロナ危機下における議論に目を向けると、所得の  

セーフティネット強化の必要性が高まっているという点で論者の認識は一致しているものの、BI の導入を 

主張するのか、それともコストや経済効果などの観点からターゲットを絞った所得保障の方が望ましいと 

考えるのかで相違がみられる。 

BI推進論としては、国際的にも著名なガイ・スタンディング・ロンドン大学教授が、コロナ後を見据えて

貧困救済や社会の安定化のために今こそ BI を導入すべきと論陣を張っている6。また、国際社会への影響力

という点で注目されるのは、ダボス会議を主催する世界経済フォーラム（WEF）のウェブサイトに寄稿され

た、国際連合と国連開発計画の幹部職員による論考だ7。この論考では「コロナ禍で新興国を中心に格差問題

の深刻さがあらわになる中では、もはや財源確保の難しさから BI の議論に蓋をするのではなく、どうすれ

ば恒久的な BI の財源を調達できるか現実的に考えるべきだ」として、超富裕層への増税や巨大グローバル

企業の課税逃れへの対応強化を図る必要性が強調されている。 

一方で、OECDや IMFといった国際機関は、より効率的・効果的な政策を重視する観点から BIに距離を

置いたスタンスをとっている。今年 5 月に公表されたレポートで OECD は、先進国が既存の所得保障制度

を廃止して BIに振り替えることは、感染症危機への備えとしては「リスクの高い戦略だ」と評価した上で、

むしろ失業保険や生活保護などを残しつつ、対象者を絞りこんだ現金給付スキームを補完的に導入する方が

望ましいと主張している8。 

また、IMFが 4月に公表した世界経済見通し9では、より踏み込んだ「ルールに基づく財政刺激策（rules-

based fiscal stimulus）」というアイデアが示されている。具体的には、国の失業率が一定水準を超えた場合、

8

13

44

47

32

28

15

12

BI 不受給者

BI 受給者

満足 まあまあ 多少不自由 困窮している

8％pt

〔家庭の経済状況はどうか〕

32

22

65

76

3

2

BI 不受給者

BI 受給者

落ち込むことが多い 落ち込むことは少ない わからない

10％pt

〔精神的状況はどうか〕



 

 

2020/07 4 

SOMPO未来研トピックス 

 

 

） 

低所得層や失業者に対する現金給付を自動的に行うというルールをあらかじめ定めておく手法だ。IMF の 

シミュレーションによると、こうした仕組みは、金融政策の有効性が低下している低金利環境下でとくに  

有効で、他の景気刺激策と相まって経済の回復を早め、財政への負担も一時的なものにとどまるという。 

翻って日本においては、リベラル的な立場から BI導入を唱える論者（井上智洋・駒澤大学准教授など）が

存在する10ほか、経済の効率性を比較的重視する立場（竹中平蔵・東洋大学教授など）からも今回のコロナ 

危機を受けて BIに前向きな声が上がっている11。 

一方、財政学者からは、財源や勤労インセンティブの面で BI には問題があるとして、所得税制の枠内で 

再配分効果を高める「給付付き税額控除」が提唱される。これは、勤労を条件に税額控除（減税）を与え、

所得が低く控除しきれない場合には給付するもので、前述した負の所得税とほぼ同義である。代表的論者の

一人である佐藤主光・一橋大学教授は、収入が減少し生活に困っている世帯に原則無審査で一定額を給付  

した上で、事後の所得に連動して給付額の一部ないしは全額を回収する仕組みを提案している12。 

以上のように、BIをめぐる議論は百家争鳴の様相を呈している。本稿で紹介した世界銀行の報告書も指摘

するように、貧困削減のためにどのような所得保障政策が好ましいのかは、貧困層の多さや既存制度の充実

度などに応じて国によって異なり、BIはあくまでも選択肢の一つである。今後は、コロナ危機をきっかけに

盛り上がりをみせる BIの議論がより成熟し、ポスト・コロナ、アフター・コロナの時代にふさわしい新たな

所得保障の姿が各国で描き出されていくことが望まれる。 

【上席研究員 野田彰彦】 
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